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アンケート調査の目的及び概要
⾧崎市は、国土交通省が実施する「令和6年度 下水道分野におけるウォーターPPP等の案件
形成に向けた方策検討業務（その２）」において、モデル都市のひとつとして選定され、持続可能
な下水道事業・経営を目指すため、下水道分野を中心としたウォーターPPP導入に向けた事前検
討を行っています。

本アンケート調査は、管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）の導入事前検討を進める
上で、レベル3.5の4要件の充足等に係るご意見や官民連携事業に関する要望等を把握すること
を目的に、プレマーケットサウンディングとして、今後の事業スキーム等の検討に向け参考とするもので
す。

なお、今後の想定スケジュールでは、令和7年度にウォーターPPP導入可能性調査において、マー
ケットサウンディングを行う予定です。
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5．今後のウォーターPPPスケジュールについて（想定）
6．参考（ホームページ等）
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国土交通省ウォーターPPPのモデル都市支援

出典:第37回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 資料4 P8（国土交通省）

令和６年度、モデル都市支援のモデル都市に⾧崎市が選定され、事前検討を実施しています。
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長崎市

国土交通省ウォーターPPPのモデル都市支援

本アンケート調査

出典:第37回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 資料4 P18（国土交通省）

令和６年度、モデル都市支援のモデル都市に⾧崎市が選定され、事前検討を実施しています。



1. ⾧崎市の下水道事業概要について
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１-1. ⾧崎市下水道事業の概要
⾧崎市の下水道事業は、昭和36年に中部処理区を供用開始し、63年目を迎え、現在10ヵ所の
下水処理場で汚水を処理しています。

⾧崎市の集落排水事業は、平成3年に漁集の樺島処理区を供用開始し、33年目を迎え、現在
8ヵ所の汚水処理施設で汚水を処理しています。

集落排水施設は、隣接する下水道へ統合できるところは今後段階的に統合する予定です。

出典:⾧崎市上下水道事業マスタープラン2025（素案）P15
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１-２. ⾧崎市下水道事業の概要
平成 年・ 年の周辺７町との合併により、下水処理場は か所となりましたが、老朽化
が進んだ中部下水処理場を令和 年度末に西部下水処理場へ統合が完了し、現在 か所
の下水処理場で汚水を処理しています。 ヵ所の汚水ポンプ場、 ヵ所の雨水ポンプ場、
ヵ所のマンホールポンプ、管渠延⾧は約 ㎞の下水道施設を有しています。

398,747人行政人口

昭和36年
供用63年目

供用開始

分流式処理方式

94.4％普及率

97.3％水洗化率

10処理場処理場

18箇所ポンプ場

175箇所ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

1,845km管渠延⾧

5,532ha整備面積

（令和４年度末）

出典:⾧崎市上下水道事業概要を編集



50年経過管 96.2㎞ 5.2％
40年経過管 198.5㎞ 10.8％
30年経過管 379.6㎞ 20.6％
合計 674.3㎞ 36.6％

１-３. ⾧崎市下水道管渠の年度別布設延⾧

出典:⾧崎市上下水道事業概要 令和4年度版 P121

管渠延⾧は約 ㎞で、年度別布設延⾧は次のとおりです。
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１-4. ⾧崎市下水道維持管理の官民連携
下水処理場の維持管理においては、平成 年度からレベル 性能発注の期間を 年間とする
包括的民間委託を導入し、現在 期目です。 ヵ所ある下水処理場は、 期目から地区ごとに
つの包括的民間委託（三重他、西部、東部、南部他）を契約し、効率化を図っています。

管渠の維持管理は、包括的民間委託を導入しておらず、単年度の仕様発注で行っています。
集落排水処理施設の維持管理は、包括的民間委託を導入しておらず、単年度の仕様発注で
行っています。

西部下水処理場

標準活性汚泥法処理方式

83,700ｍ3/日水処理能力

水処理能力処理方式南部下水処理場他

31,400ｍ3/日標準活性汚泥法南部下水処理場

600ｍ3/日OD法伊王島浄化センター

900ｍ3/日OD法脇岬浄化センター

200ｍ3/日OD法高島浄化センター

水処理能力処理方式三重下水処理場他

11,000ｍ3/日標準活性汚泥法三重下水処理場

600ｍ3/日OD法神浦浄化センター

2,400ｍ3/日⾧時間エアレーション法琴海南部浄化センター

700ｍ3/日OD法大平浄化センター

東部下水処理場

標準活性汚泥法処理方式

18,700ｍ3/日水処理能力
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名称 完成 水源 施設能力（㎥/日） 管理 契約 備考
手熊 S50 ダム 77,630 直営
三重 S59 ダム 15,300 直営 手熊で対応
浦上 S20 ダム 21,500 直営 R12廃止（新浄水場へ統合）
道ノ尾 S43 ダム 11,160 業務委託（監視・維持管理） ３年（地元業者） R12廃止（新浄水場へ統合）
小ケ倉 S62 ダム 17,000 業務委託（監視・維持管理） ３年（地元業者）
東⾧崎 H11 河川・ダム 19,460 業務委託（監視・維持管理） ３年（地元業者）
本河内 S55 ダム 14,100 業務委託（監視・維持管理） ３年（地元業者） 東⾧崎で対応
新浄水場 R12予定 ダム 29,535 DBO（⾧与町と共同） 20年 R12供用開始予定

名称 完成 水源 施設能力（㎥/日） 管理 契約 備考
全ポンプ場 業務委託（監視・維持管理） ３年（地元業者） 全61か所の監視・維持管理

契約 備考
３年（地元業者）
１年（地元業者）

名称 完成 処理方式 施設能力（㎥/日） 管理 契約 備考
西部 H4 標準活性 83,700 包括的委託（レベル2.5） ３年（地元業者） 現契約R8.1まで
東部 H1 標準活性 18,700 包括的委託（レベル2.5） ３年（地元業者） 現契約R8.1まで
南部 S59 標準活性 31,400 現契約R8.1まで
伊王島 H15 OD 600 現契約R8.1まで
脇岬 H21 OD 900 現契約R8.1まで
高島 H12 OD 200 現契約R8.1まで
三重 S59 標準活性 11,000 現契約R8.1まで
神浦 H14 OD 600 現契約R8.1まで

琴海南部 H17 ⾧時間 2,400 現契約R8.1まで
大平 H22 OD 700 現契約R8.1まで

内容 契約 備考
管渠の維持管理（補修・清掃） １年（地元業者）
伏越・マンホールポンプ点検清掃 １年（地元業者）

１ 水道事業 

（３）管路（委託状況）
業務名 内容

（１）浄水場（7か所）

（２）配水ポンプ場（61か所）

給配水施設維持管理業務委託 給水管・配水管の漏水修繕
漏水調査業務委託 給水管・配水管の漏水調査

２ 下水道事業

（１）下水処理場（10か所）

⾧崎市公共下水道管路施設維持管理業務委託
業務名

伏越・マンホールポンプ人孔清掃・ポンプ圧送先点検業務委託

（２）管渠等（委託状況）

包括的委託（レベル2.5） ３年（地元業者）

包括的委託（レベル2.5） ３年（地元業者）

水道、下種道の維持管理の官民連携一覧表は次のとおりです。
１-5. ⾧崎市水道、下水道維持管理の官民連携
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2. ウォーターPPPについて



2-１. 国の施策の動向ついて
「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン」（令和５年改定版）（令和５年６月２日民間資金等
活用事業推進会議決定）により、新たな官民連携方式として「ウォーターPPP」が位置付けられまし
た。

出典:第37回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 資料8 P2（国土交通省） 12



2-2.国の施策の動向ついて
「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン」（令和５年改定版）（令和５年６月２日民間資金等
活用事業推進会議決定）により、新たな官民連携方式として「ウォーターPPP」が位置付けられまし
た。

出典:第37回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 資料8 P3（国土交通省） 13



2-3.ウォーターPPPの概要
「ウォーターPPP」は、公共施設等運営事業（コンセッション）及び管理・更新一体マネジメント
方式（レベル3.5）の総称であり、その概要は次のとおりです。

出典:内閣府 ウォーターPPPの概要 14



2-4.ウォーターPPPの4要件
管理・更新一体マネジメント方式（レベル３．５）の４つの要件は次のとおりです。

出典:内閣府 ウォーターPPPの概要 15



2-5.更新実施型と更新支援型のスキーム
管理・更新一体マネジメント方式（レベル３．５）の４つの要件のひとつである「管理
と更新一体マネジメント」の内容は次のとおりです。

出典:内閣府 ウォーターPPPの概要 16



3. ⾧崎市の下水道ストックマネジメントとウォー
ターPPP導入に向けた取組みについて



3-1.下水道ストックマネジメント事業

出典:令和6年6月⾧崎市議会 建設水道委員会資料 所管事項調査P19

令和6年度から令和10年度の5年間の第２期下水道ストックマネジメント計画に基づき、
予防保全で計画的な点検・調査及び修繕・改築に取り組んでいます。
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3-2.下水道ストックマネジメント事業

出典:令和6年6月⾧崎市議会 建設水道委員会資料 所管事項調査P20

令和6年度から令和10年度の5年間の第２期下水道ストックマネジメント計画に基づき、
予防保全で計画的な点検・調査及び修繕・改築に取り組んでいます。
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3-3.ウォーターPPPの事前検討

出典:令和6年6月⾧崎市議会 建設水道委員会資料 所管事項調査P27

令和６年度、モデル都市支援のモデル都市に⾧崎市が選定され、事前検討を実施して
います。
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3-4.ウォーターPPPの事前検討

出典:令和6年6月⾧崎市議会 建設水道委員会資料 所管事項調査P28

令和６年度、モデル都市支援のモデル都市に⾧崎市が選定され、事前検討を実施して
います。
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4. 現時点での⾧崎市のウォーターPPP導
入の考え方について（想定）



4-1. ⾧崎市の抱える課題の解決に向けて

⾧崎市の
下水道事業
が抱える
主な課題

• 下水道施設（処理場・管路施設）の老朽化に伴い、計画的な
更新をしていく必要があり、多額の更新費用がかかる見込み。

• 公共下水道へ統廃合しない集落施設は、処理水量に応じた規模
の適正化や処理方法の見直しを進める必要。

• 処理場の維持管理費の低減や脱炭素化のため、省エネルギー、
創エネルギーを視野に入れた設備の改築等を行っていく必要。

• 今後、多くの職員の退職が見込まれる中で、将来にわたって持続
可能な組織基盤を維持する必要。

ウォーター
PPP導入
による
期待効果

• 維持管理・更新計画の策定･更新実施を一体的に発注することで
一体事業による効率化や事業費の低減。

• 性能発注による維持管理・運転管理や下水道施設の更新の高
度化・効率化。

• 民間事業者の創意工夫・ノウハウを生かした維持管理費の低減や
脱炭素化の取組を推進。

• 職員の体制補完及び、技術継承の取組を推進。

⾧崎市の下水道事業における現状の課題と、ウォーターPPP導入により期待する効果は次のとおり
です。
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4-2. 対象施設・業務範囲設定の考え方
国の導入検討の進め方（対象施設・業務範囲の考え方）について、概要とポイント・留意点は次
のとおりです。

出典:第37回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 資料8 P48（国土交通省） 24



4-3. ウォーターPPPの導入の対象範囲（想定）
現時点で、ウォーターPPPの対象範囲は、P9に示す通りレベル2.5の包括的民間委託をすでに
導入している下水処理場を基本とし、次の①～③の3パターンと、公共下水道事業と他事業（④
農集・漁集、⑤水道関連（浄水場）、⑥CN（ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ））のバンドリングの可能性を幅
広く検討しています。今後の検討により変更となる場合がありますのでご了承ください。

公
共
下
水
道

他事業

対象エリア

対象範囲
※図中の処理区は
パターン分けを示す
ための仮設定

①市内全域を対象 ②複数の処理区を対象 ③一つの処理区を対象

三重他
■

西部 東部
■ ■

■
南部他

:W-PPP対象範囲
:処理区境 ■:処理場

三重他
■

西部 東部
■ ■

■
南部他

:W-PPP対象範囲
:処理区境 ■:処理場

三重他
■

西部 東部
■ ■

■
南部他

:W-PPP対象範囲
:処理区境 ■:処理場

④農集・漁集 ⑤水道（浄水場） ⑥CNの取組
25



公
共
下
水
道

4-4. ウォーターPPPの導入の対象範囲（想定）
現時点で、効率的な事業運営のため、下水道の施設と管路を対象範囲とすることを想定してい
ます。他事業とのバンドリングの可能性については本調査も踏まえて今後検討します。今後の検討
により変更となる場合がありますのでご了承ください。

他事業

対象範囲 施設

維持
管理 修繕 計画

策定

管路

更新
工事

①市内全域を対象 ②複数処理区を対象 ③一つの処理区を対象

維持
管理 修繕 計画

策定
更新
工事

対象エリア

業務範囲

:ウォーターPPPの対象範囲 :公共下水道に合わせ選択する項目

想定
事業
範囲

公共
下水道

• 対象エリアは、「①市内全域を対象」、「②複数の処理区を対象」、「③一つの処
理区を対象」からアンケート調査及び今後の検討を基に選定する予定（処理区
の選定は、来年度予定の導入可能性調査により決定する想定）

• 対象範囲・業務範囲は、施設及び管路を対象とし、「更新実施型」を想定
• 集落排水の統廃合に関する設計及び工事業務は、対象外とする想定

④農集・漁集 ⑤水道（浄水場） ⑥CNの取組

他事業
• 効率的な事業運営を実施するため、公共下水道を対象とすることを基本する。
• 他事業とのバンドリングは、効率的な事業運営に資するかを基に、アンケート調査
及び今後の検討により決定する予定 26



5. 今後のウォーターPPPスケジュールについて
（想定）



5-1. 今後のウォーターPPPスケジュール（想定）
現時点の想定スケジュールは次のとおりです。具体的なスケジュールは今後の検討により変更となる
場合がありますのでご了承ください。

R6年度 R7年度 R8～９年度 R10年度以降

事前検討
（本調査）

導入可能性
調査

ウォーター
PPP

導
入
可
能
性
調
査
（
Ｆ
Ｓ
）

デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
Ｄ
Ｄ
）

マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ

事
業
ス
キ
ー
ム
等
の
検
討
・
整
理

プ
レ
マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ

今
後
の
導
入
検
討
に
向
け
た
整
理

入
札
・
公
募
資
料
の
作
成

入
札
・
公
募

契
約
・
引
継
ぎ

事
業
実
施
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

事業者募集・選定

10年間
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6. 参考（ホームページ等）



6-1. 参考資料（ホームページ）
⾧崎市HPに公表されている関連資料は、下記（URLリンク）から取得できますので、必要に応
じて確認してください。

• 令和4年度版 ⾧崎市上下水道事業概要

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/157000/p007106.html

• ⾧崎市水道事業及び下水道事業の経営状況（経営に関する指標）

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/157000/p007107.html

• 社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/157000/p031584.html

• ⾧崎市下水道事業計画図

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/156000/p007117.html

• ⾧崎市上下水道事業マスタープラン2015

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/157000/p029619_d/fil/masuta-
purann2015minaosi.pdf

• ⾧崎市上下水道事業マスタープラン2025（素案）

https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1050000/1054000/2024/p042596_d/fil/syokan
suidou2.pdf

⾧崎県汚水処理広域化・共同化計画（⾧崎県HP）

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-
kankyo/mizukankyo/osuishori/osuishorizenpan/589810.html 30



6-2. 参考資料（ホームページ）
ウォーターPPP関連資料は、下記（URLリンク）から取得できますので、必要に応じて確
認してください。

• ウォーターPPPの概要（内閣府）
https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/water_gaiyou.pdf

• 下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.2版（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/WP3GLver.1.2.pdf

• 下水道分野におけるウォーターPPP（主に管理・更新一体マネジメント方式）に関す
るQ&A
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001739997.pdf

• 下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン（案）【基礎編】

下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン（案）【資料編】
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage
_tk_000895.html
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6-3. 下水道分野のPPP/PFI実施状況
令和5年4月時点の全国の下水道分野のPPP/PFI（官民連携）実施状況は次のとおりです。

32出典:第37回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 資料4 P2（国土交通省）



6-4. ウォーターPPPの実施状況
令和6年4月時点の全国のウォーターPPPの実施状況は次のとおりです。

33出典:第37回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 資料4 P3（国土交通省）



6-5. PPP/PFI検討会 民間セクター分科会
これまで7回民間セクター分科会が次のとおり開催されています。

34出典:第37回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 資料4 P16（国土交通省）



6-6. 下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン
下水道分野におけるウォーターPPPガイドラインは、今年度末に策定予定です。

35出典:第37回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 資料4 P17（国土交通省）



6-7. 導入検討の進め方（参考）
レベル3.5の受託者と導入可能性調査（FS）等の受託者との関係は次のとおりです。

36出典:第37回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 資料8 P55（国土交通省）



6-8. 導入検討の進め方（参考）
レベル3.5の受託者の関係は次のとおりです。

37出典:第37回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 資料8 P68（国土交通省）


